
決算書掲載頁　P217・P223・P229

内
訳

　小学校及び中学校の支援学級への就学の特殊性にかんがみ、児童生徒及びその保護者の経済的負担を軽減し、もっ
て支援教育の振興を図るため。

引き続き、支援学級の備品整備、及び支援学級に在籍している児童生徒の保護者に対する就学奨励事業を実施する。
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児童・生徒の心の居場所をつくる学校教育
元気創造都市

施
策
の
大
綱

教育推進部教育総務課

事業： 支援教育推進事業 0517
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B

支援学級の設備環境の充実及び保護者の経済的負担の軽減等に資している。

A

支援教育就学奨励費の支給や通学にか
かるタクシー送迎等により、児童生徒、
保護者の負担が軽減されている。

A

A

B

目

標

支援教育就学奨励費にかかる学用品費等の支給や、通学にかかるタクシー送迎等により、支援学級に在籍する児童生
徒及び保護者の負担を軽減する。
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所管課

支援学級への就学の特殊事情をかんがみ、国の補助基準に基づき支援学級に在籍する児童の保護者に対し補助を行
い、もって、支援教育の振興を図るため。
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職員数

再任用職員数

1

直営 昭和47年度以前 特別支援学校への就学奨励に関する法律

支援学級に在籍している児童の保護者

引き続き、保護者に対する経済的負担の軽減と支援教育の振興を図るため、就学に必要な経費の一部を援助する。
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国の補助基準に基づき、支援学級に在籍する児童の保護者に対し、申請に基づき、適正な補助を実施する。
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